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「関東信越国税局からの更正通知書受領」に関する事後の諸対応の進捗に関するお知らせ 

 

当社は、2019 年 4 月 16 日付け「関東信越国税局からの更正通知書受領に関するお知らせ」にて公表

したとおり、税務当局より過年度消費税に関する更正通知書を受領しておりましたが、その後の諸対応

の進捗に関し、以下のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

1. 不服申立て手続きの進捗について 

2019 年 4 月 16 日付けの上記公表資料においてお知らせしたとおり、当社としては従前の税務処理

は適切であると考えており、国税不服審判所長に対し、更正処分等(以下「本件更正処分等」)の取消し

を求める審査請求を進めてまいりました。 

しかしながら、2020 年 4 月同審判所長より、審査請求を棄却する旨の裁決を受けました。当社はこ

れを不服とし、森・濱田松本法律事務所の大石篤史弁護士 他を代理人として、10 月 7 日付けで本件更

正処分等の取消しを求める訴訟を東京地方裁判所に提起いたしました。 

 

 

2．今後の見通しについて 

当社は当期業績予想を開示しておりませんが、本件については当局の見解に従った会計処理を行っ

ております。 

今後の訴訟経過等については、必要に応じて開示していく予定です。 

 

以 上 


